
告 示

�愛媛県告示第５８９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…４４９

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５０

○ 公共測量の終了の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…４５６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…４５６

○ 道路の区域変更（県道金生三島線）…………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…４６３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４６３

公 告

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…４６４

人事委員会規則

○ 愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則………………（人事委員会事務局）…４６４

上煙硝
蔵川
４８１－
２０６３

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

土石流

下釘切
川
４８１－
２０６８

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

大町川
４８１－
２０６９

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

西ノ谷
川
４８１－
２０７０

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

西ゴン
ナス川
４８１－
２０７３

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

東黒石
川
４８１－
２０７５

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

上筋川
４８１－
２０７７

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

東筋川
４８１－
２０７８

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流

重谷川
４８１－
２０８０

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流

西高城
川
４８１－
２０８５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

奥南Ｂ
４８１－
�－７
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｃ
４８１－
�－１０
０�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷ノ内
川
４８１－
１３４１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

大明神
川
４８１－
１３４４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

本村川
４８１－
１３４５－
４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

西川平
川
４８１－
２０６２

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

与村井
�
４８１－
�－２１
５５�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与村井
�
４８１－
�－２１
５５�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

与村井
�
４８１－
�－２１
５６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与村井
�
４８１－
�－２１
５６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

与村井
�
４８１－
�－２１
５７�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与村井
�
４８１－
�－２１
５７�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

先新浜
�
４８１－
�－２１
５８�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

先新浜
�
４８１－
�－２１
５８�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

脇
４８１－
�－２１
５９�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

脇
４８１－
�－２１
５９�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥南
４８１－
�－２１
６０�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥南
４８１－
�－２１
６０�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

先新浜
�
４８１－
�－２１
６１�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

先新浜
�
４８１－
�－２１
６１�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三ツ尾
４８１－
�－２１
６２�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三ツ尾
４８１－
�－２１
６２�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

花組�
４８１－
�－２１
６３�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

花組�
４８１－
�－２１
６３�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

花組�
４８１－
�－２１
６４�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

花組�
４８１－
�－２１
６４�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

筋�
４８１－
�－２１
６５�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

筋�
４８１－
�－２１
６５�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

筋�
４８１－
�－２１
６６�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

筋�
４８１－
�－２１
６６�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首�
４８１－
�－２１
８９�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首�
４８１－
�－２１
８９�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中
４８１－
�－２１
９０�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中
４８１－
�－２１
９０�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

池ノ浦
４８１－
�－２１
４９�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

池ノ浦
４８１－
�－２１
４９�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

深浦�
４８１－
�－２１
５０�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

深浦�
４８１－
�－２１
５０�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

深浦�
４８１－
�－２１
５１�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

深浦�
４８１－
�－２１
５１�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ浦
４８１－
�－２１
５３�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ浦
４８１－
�－２１
５３�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浜
４８１－
�－２１
５４�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浜
４８１－
�－２１
５４�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖村１
号谷
４８１－
Ｊ０７９

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流

奥浦２
号谷
４８１－
Ｊ０８１

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流

奥浦３
号谷
４８１－
Ｊ０８３

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流

奥浦４
号谷
４８１－
Ｊ０８４

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流

奥浦５
号谷
４８１－
Ｊ０８５

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流
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山崎Ｂ
４８１－
�－２７
７８�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山崎Ｂ
４８１－
�－２７
７８�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ浦
西Ｂ
４８１－
�－２
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ浦
西Ｂ
４８１－
�－２
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ浦
東Ａ
４８１－
�－３
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ浦
東Ａ
４８１－
�－３
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ浦
東Ｂ
４８１－
�－４
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ浦
東Ｂ
４８１－
�－４
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浜
４８１－
�－５
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浜
４８１－
�－５
�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥南Ａ
４８１－
�－６
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥南Ａ
４８１－
�－６
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥南Ｃ
４８１－
�－８
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥南Ｃ
４８１－
�－８
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥南Ｄ
４８１－
�－９
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥南Ｄ
４８１－
�－９
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

先新浜
４８１－
�－１０
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

先新浜
４８１－
�－１０
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畦屋Ａ
４８１－
�－１１
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畦屋Ａ
４８１－
�－１１
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畦屋Ｂ
４８１－
�－１２
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畦屋Ｂ
４８１－
�－１２
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畦屋Ｃ
４８１－
�－１３
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畦屋Ｃ
４８１－
�－１３
�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中ノ谷
Ａ
４８１－
�－１４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中ノ谷
Ａ
４８１－
�－１４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中ノ谷
Ｂ
４８１－
�－１５
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中ノ谷
Ｂ
４８１－
�－１５
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖下
４８１－
�－２１
９１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖下
４８１－
�－２１
９１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

円通寺
４８１－
�－２１
９３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

円通寺
４８１－
�－２１
９３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東蓮寺
谷
４８１－
�－２１
９４�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東蓮寺
谷
４８１－
�－２１
９４�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長畑
４８１－
�－２１
９５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長畑
４８１－
�－２１
９５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中組�
４８１－
�－２１
９７�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中組�
４８１－
�－２１
９７�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上組�
４８１－
�－２１
９９�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上組�
４８１－
�－２１
９９�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検侠谷
�
４８１－
�－２２
００�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検侠谷
�
４８１－
�－２２
００�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検侠谷
�
４８１－
�－２２
０１�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検侠谷
�
４８１－
�－２２
０１�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上組�
４８１－
�－２２
０３�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上組�
４８１－
�－２２
０３�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中屋敷
４８１－
�－２２
０４�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中屋敷
４８１－
�－２２
０４�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代�
４８１－
�－２２
０５�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代�
４８１－
�－２２
０５�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

マグロ
４８１－
�－２２
０６�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

マグロ
４８１－
�－２２
０６�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代�
４８１－
�－２２
０７�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代�
４８１－
�－２２
０７�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代�
４８１－
�－２２
０８�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代�
４８１－
�－２２
０８�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山崎Ａ
４８１－
�－２２
４２�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山崎Ａ
４８１－
�－２２
４２�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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下白井
谷Ｃ
４８１－
�－４４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下白井
谷Ｃ
４８１－
�－４４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥白井
谷Ａ
４８１－
�－４６
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥白井
谷Ａ
４８１－
�－４６
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥白井
谷Ｅ
４８１－
�－５０
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥白井
谷Ｅ
４８１－
�－５０
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

荒巻Ｂ
４８１－
�－５２
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

荒巻Ｂ
４８１－
�－５２
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東八反
代Ａ
４８１－
�－５３
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東八反
代Ａ
４８１－
�－５３
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東八反
代Ｂ
４８１－
�－５４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東八反
代Ｂ
４８１－
�－５４
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東八反
代Ｄ
４８１－
�－５６
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東八反
代Ｄ
４８１－
�－５６
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大河内
上Ｂ
４８１－
�－６１
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大河内
上Ｂ
４８１－
�－６１
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ａ
４８１－
�－６３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ａ
４８１－
�－６３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｂ
４８１－
�－６４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｂ
４８１－
�－６４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｃ
４８１－
�－６５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｃ
４８１－
�－６５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｄ
４８１－
�－６６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｄ
４８１－
�－６６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｅ
４８１－
�－６７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｅ
４８１－
�－６７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｆ
４８１－
�－６８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｆ
４８１－
�－６８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｇ
４８１－
�－６９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｇ
４８１－
�－６９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高城Ｄ
４８１－
�－２１
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高城Ｄ
４８１－
�－２１
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ａ
４８１－
�－２８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ａ
４８１－
�－２８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｂ
４８１－
�－２９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｂ
４８１－
�－２９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｃ
４８１－
�－３０
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｃ
４８１－
�－３０
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｄ
４８１－
�－３１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｄ
４８１－
�－３１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｅ
４８１－
�－３２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｅ
４８１－
�－３２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｆ
４８１－
�－３３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｆ
４８１－
�－３３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｇ
４８１－
�－３４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｇ
４８１－
�－３４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｈ
４８１－
�－３５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｈ
４８１－
�－３５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

検校谷
Ｉ
４８１－
�－３６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

検校谷
Ｉ
４８１－
�－３６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竹城下
Ａ
４８１－
�－３７
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竹城下
Ａ
４８１－
�－３７
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竹城下
Ｂ
４８１－
�－３８
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竹城下
Ｂ
４８１－
�－３８
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竹城下
Ｃ
４８１－
�－３９
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竹城下
Ｃ
４８１－
�－３９
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下白井
谷Ａ
４８１－
�－４２
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下白井
谷Ａ
４８１－
�－４２
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下白井
谷Ｂ
４８１－
�－４３
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下白井
谷Ｂ
４８１－
�－４３
�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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東連寺
谷Ｄ
４８１－
�－８７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｄ
４８１－
�－８７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ｅ
４８１－
�－８８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｅ
４８１－
�－８８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ｆ
４８１－
�－８９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｆ
４８１－
�－８９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ｈ
４８１－
�－９１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｈ
４８１－
�－９１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上
４８１－
�－９２
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上
４８１－
�－９２
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上Ｂ
４８１－
�－９３
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上Ｂ
４８１－
�－９３
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上Ｃ
４８１－
�－９４
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上Ｃ
４８１－
�－９４
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上Ｄ
４８１－
�－９５
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上Ｄ
４８１－
�－９５
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上Ｅ
４８１－
�－９６
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上Ｅ
４８１－
�－９６
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖上Ｆ
４８１－
�－９７
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖上Ｆ
４８１－
�－９７
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ａ
４８１－
�－９８
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ａ
４８１－
�－９８
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｂ
４８１－
�－９９
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｂ
４８１－
�－９９
�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｄ
４８１－
�－１０
１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｄ
４８１－
�－１０
１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｅ
４８１－
�－１０
２�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｅ
４８１－
�－１０
２�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｆ
４８１－
�－１０
３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｆ
４８１－
�－１０
３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｉ
４８１－
�－７１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｉ
４８１－
�－７１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｊ
４８１－
�－７２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｊ
４８１－
�－７２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｋ
４８１－
�－７３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｋ
４８１－
�－７３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内上
Ｌ
４８１－
�－７４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内上
Ｌ
４８１－
�－７４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ａ
４８１－
�－７５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ａ
４８１－
�－７５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｃ
４８１－
�－７７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｃ
４８１－
�－７７
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｄ
４８１－
�－７８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｄ
４８１－
�－７８
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｅ
４８１－
�－７９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｅ
４８１－
�－７９
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｆ
４８１－
�－８０
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｆ
４８１－
�－８０
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｇ
４８１－
�－８１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｇ
４８１－
�－８１
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内中
Ｈ
４８１－
�－８２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内中
Ｈ
４８１－
�－８２
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中組�
４８１－
�－８３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中組�
４８１－
�－８３
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ａ
４８１－
�－８４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ａ
４８１－
�－８４
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ｂ
４８１－
�－８５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｂ
４８１－
�－８５
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東連寺
谷Ｃ
４８１－
�－８６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東連寺
谷Ｃ
４８１－
�－８６
�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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惣代Ａ
４８１－
�－１２
４�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ａ
４８１－
�－１２
４�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代Ｂ
４８１－
�－１２
５�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ｂ
４８１－
�－１２
５�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代Ｃ
４８１－
�－１２
６�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ｃ
４８１－
�－１２
６�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代Ｄ
４８１－
�－１２
７�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ｄ
４８１－
�－１２
７�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代Ｅ
４８１－
�－１２
８�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ｅ
４８１－
�－１２
８�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

惣代Ｆ
４８１－
�－１２
９�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

惣代Ｆ
４８１－
�－１２
９�

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

牛川Ｂ
４８１－
�－１３
６�

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

牛川Ｂ
４８１－
�－１３
６�

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元町Ａ
４８１－
�－１４
１�

宇和島
市吉田
町立間
尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元町Ａ
４８１－
�－１４
１�

宇和島
市吉田
町立間
尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元町Ｂ
４８１－
�－１４
２�

宇和島
市吉田
町立間
尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元町Ｂ
４８１－
�－１４
２�

宇和島
市吉田
町立間
尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大工町
４８１－
�－１４
３�

宇和島
市吉田
町東小
路乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大工町
４８１－
�－１４
３�

宇和島
市吉田
町東小
路乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

筋
４８１－
�－１４
７�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

筋
４８１－
�－１４
７�

宇和島
市吉田
町白浦
外
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

花組
４８１－
�－１４
８�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

花組
４８１－
�－１４
８�

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山崎
４８１－
�－１４
９�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山崎
４８１－
�－１４
９�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

深浦下
４８１－
�－１５
０�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

深浦下
４８１－
�－１５
０�

宇和島
市吉田
町深浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｇ
４８１－
�－１０
４�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｇ
４８１－
�－１０
４�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｈ
４８１－
�－１０
５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｈ
４８１－
�－１０
５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖中Ｉ
４８１－
�－１０
６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖中Ｉ
４８１－
�－１０
６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖下Ａ
４８１－
�－１０
７�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖下Ａ
４８１－
�－１０
７�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沖下Ｂ
４８１－
�－１０
８�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沖下Ｂ
４８１－
�－１０
８�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ａ
４８１－
�－１０
９�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ａ
４８１－
�－１０
９�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｂ
４８１－
�－１１
０�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｂ
４８１－
�－１１
０�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｃ
４８１－
�－１１
１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｃ
４８１－
�－１１
１�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｄ
４８１－
�－１１
２�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｄ
４８１－
�－１１
２�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｅ
４８１－
�－１１
３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｅ
４８１－
�－１１
３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｆ
４８１－
�－１１
４�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｆ
４８１－
�－１１
４�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｇ
４８１－
�－１１
５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｇ
４８１－
�－１１
５�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳥首Ｈ
４８１－
�－１１
６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳥首Ｈ
４８１－
�－１１
６�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川平Ａ
４８１－
�－１１
７�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川平Ａ
４８１－
�－１１
７�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川平Ｂ
４８１－
�－１１
８�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川平Ｂ
４８１－
�－１１
８�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成３０年６月５日 第２９８１号

４５４



中組Ｃ
４８１－
�－１５
４�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中組Ｃ
４８１－
�－１５
４�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

柏木
４８１－
�－１５
６�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

柏木
４８１－
�－１５
６�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

郷蔵
４８１－
�－１５
７�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

郷蔵
４８１－
�－１５
７�

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鶴間Ｂ
４８１－
�－１５
９�

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鶴間Ｂ
４８１－
�－１５
９�

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鶴間Ｃ
４８１－
�－１６
０�

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鶴間Ｃ
４８１－
�－１６
０�

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鶴間新
Ａ
４８１－
�－１６
１�

宇和島
市吉田
町鶴間
新
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鶴間新
Ａ
４８１－
�－１６
１�

宇和島
市吉田
町鶴間
新
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鶴間新
Ｆ
４８１－
�－１６
６�

宇和島
市吉田
町鶴間
新
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鶴間新
Ｆ
４８１－
�－１６
６�

宇和島
市吉田
町鶴間
新
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ浦
東Ｃ
４８１－
�－１６
７�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ浦
東Ｃ
４８１－
�－１６
７�

宇和島
市吉田
町法花
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

円通寺
谷川
４８１－
１３１３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 円通寺
谷川
４８１－
１３１３�

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

円通寺
谷川
４８１－
１３１３－
２

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 円通寺
谷川
４８１－
１３１３－
２

宇和島
市吉田
町沖村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高城谷
川
４８１－
１３２７－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 高城谷
川
４８１－
１３２７－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高城谷
川
４８１－
１３２７－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 高城谷
川
４８１－
１３２７－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高城谷
川
４８１－
１３２７－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 高城谷
川
４８１－
１３２７－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白井谷
西川
４８１－
１３３４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 白井谷
西川
４８１－
１３３４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
６

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
６

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

荒巻川
４８１－
１３３８－
７

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 荒巻川
４８１－
１３３８－
７

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本村川
４８１－
１３４５－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 本村川
４８１－
１３４５－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本村川
４８１－
１３４５－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 本村川
４８１－
１３４５－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本村川
４８１－
１３４５－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 本村川
４８１－
１３４５－
３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本村川
４８１－
１３４５－
５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 本村川
４８１－
１３４５－
５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中番所
川
４８１－
１３５１

宇和島
市吉田
町北小
路
（次の
図のと
おり）

土石流 中番所
川
４８１－
１３５１

宇和島
市吉田
町北小
路
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥南川
４８１－
２０５８

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

土石流 奥南川
４８１－
２０５８

宇和島
市吉田
町白浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

新田川
４８１－
２０５９

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 新田川
４８１－
２０５９

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

梅合川
４８１－
２０６６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 梅合川
４８１－
２０６６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５９１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成３０年３月１日から３０日まで

３ 作業地域 上浮穴郡�万高原町東明神地区

�������
�愛媛県告示第５９２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年６月５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� ＡＮＲ＿Ｄ－５４１

� ＡＮＲ＿Ｄ－５２１

西筋川
４８１－
２０７６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 西筋川
４８１－
２０７６

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下高城
川
４８１－
２０８４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 下高城
川
４８１－
２０８４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東高城
川
４８１－
２０８６

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 東高城
川
４８１－
２０８６

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下谷ノ
内川
４８１－
２０８７

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 下谷ノ
内川
４８１－
２０８７

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ツカノ
クチ川
４８１－
２０８８－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 ツカノ
クチ川
４８１－
２０８８－
１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ツカノ
クチ川
４８１－
２０８８－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 ツカノ
クチ川
４８１－
２０８８－
２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上トウ
ノコ川
４８１－
２０８９

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 上トウ
ノコ川
４８１－
２０８９

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西郷蔵
川
４８１－
２０９３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 西郷蔵
川
４８１－
２０９３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鶴間１
号谷
４８１－
Ｊ０７８

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

土石流 鶴間１
号谷
４８１－
Ｊ０７８

宇和島
市吉田
町鶴間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥浦１
号谷
４８１－
Ｊ０８０

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流 奥浦１
号谷
４８１－
Ｊ０８０

宇和島
市吉田
町奥浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ０．５～２．０

最大 ０．１～０．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ３，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３０

最大 １６０

愛 媛 県 報平成３０年６月５日 第２９８１号
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� ＡＮＲ＿Ｔ－５４１

� ＡＮＲ＿Ｄ－４２６０

� ＡＮＲ＿Ｄ－４２８０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり８０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２．０～１３．５

最大 １３．５～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １５０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ５，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６５

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５２０

最大 ６３０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６３０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １～２

最大 １～２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，５００

最大 ３，０００

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～７

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．４

最大 ４

愛 媛 県 報平成３０年６月５日 第２９８１号
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� ＡＮＲ＿Ｄ－８６１

� ＡＮＲ＿Ｔ－８０１

� 脱安コンデンサー（Ｅ－５０３）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２００トン処理（蒸気量）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１２

最大 ８～１２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２７６立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２．０～１３．５

最大 １３．５～１４．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 ２７６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１３

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０，０００

最大 １５０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０，０００

最大 ５０，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ５

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２．０～１３．５

最大 １３．５～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９０，０００

最大 １００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０，０００

最大 ５０，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５

最大 ６０
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� 除害塔１（Ｔ－９０１）

� 脱臭塔（Ｔ－８０２）

� Ｒ－７０１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号イ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６．２立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２２０

最大 ３３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ５～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，５３５

最大 ４，２９０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり５，３００ノルマル立方メート
ル処理

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり６，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～９

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８

最大 １３

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ７５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７４，０００

最大 １００，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２

最大 １５

愛 媛 県 報平成３０年６月５日 第２９８１号
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� Ｒ－７０２

� Ｒ－７０３

� Ｚ－７６５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号ロ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２．５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５５，０００

最大 ８２，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ３３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６．５

最大 ９．８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号イ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６．５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号イ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０．６立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，３００

最大 ３，４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５０

最大 ８２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．６

最大 ３．９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０．６

最大 １５．９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９

最大 １４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６．２

最大 ９．３
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� Ｔ－５０１

� Ｚ－７９４

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５３３．５

最大 １，２４２．１

通常 １１３．７

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０８．２

最大 ８６２．１

通常 ２５．０

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５６４．１

最大 ７１７．６

通常 ２２９．０

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．７

最大 ６８．９

通常 ３．９

最大 １１．５

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３６

最大 ５４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８．４

最大 １２．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号ニ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４．２トン処理（スチーム）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号ニ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり６，３００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２～１３

最大 １２～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．８
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� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

� シアン排水処理設備（北特排）

� 液中燃焼設備（３ＣＴ）

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 晒液酸化分解処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０．５

最大 ９～１２

通常 ９．５～１０．５

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４４．７

最大 １，８６７．０

通常 １，３３６．８

最大 １，８５９．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５

最大 ７７

通常 ４５

最大 ７７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５３１

最大 ６３６

通常 ５２９

最大 ６３３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８５６

最大 ２，３６９

通常 １，８６７

最大 ２，３８０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設で処理する。

設 置 年 月 日 昭和６０年３月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 晒液酸化分解処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ４メートル 横 ４メートル
高さ ４メートル×４槽

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１２

最大 ８～１２

通常 ７～８

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７６．６

最大 １，１６２．６

通常 １３５．０

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６１．０

最大 ８８１．５

通常 １９．１

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４４．４

最大 １，５００．２

通常 １６９．１

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．３

最大 ３１．９

通常 ２．３

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，２０２

最大 ２０，６０７

通常 １７，２０２

最大 ２０，６０７

設 置 年 月 日 平成１１年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 液中燃焼方式

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径２．９８メートル 高さ８．９８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり９５トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 液中燃焼方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１２

最大 ８～１２

通常 ６～９

最大 ６～１０
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�愛媛県告示第５９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４４，８５７

最大 ６０，０６９

通常 ５０

最大 ５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ４７

通常 １５

最大 ５５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９，４８３

最大 ２５，４２３

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８８

最大 １１６

通常 ２１３

最大 ２１３

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．６

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２．６

最大 ４５．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 金生三島線
四国中央市村松町字富光増縄３５番８から

同町字江端縄２２３番８まで

旧 ７．３～７．５ ０．０９９

新 １０．３～１５．７ ０．０９９

〃 〃
四国中央市村松町字江端縄２１６番３から

同町字神楽縄１６６番２まで

旧 ７．０～７．７ ０．０５７

新 ７．０～１２．８ ０．０５７
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公 告

人事委員会規則

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成３０年５月２５日あったので公表する。

平成３０年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成３０年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 平成３０年６月６日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県人事委員会規則１３－１８１
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年６月５日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 金生三島線
四国中央市村松町字富光増縄３５番８から

同町字江端縄２２３番８まで
平成３０年６月５日

〃 〃
四国中央市村松町字江端縄２１６番３から

同町字神楽縄１６６番２まで
〃

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地方

公共団体
機 関 職

委託地方

公共団体
機 関 職

上島町 省略 上島町 省略

町長部

局

本庁 課（室）長 企画財政

課主幹 会計管理者

総務課長補佐（人事を

担 当 す る も の に

限る。） 総務

課庶務係長 企画財政

課財政係長

町長部

局

本庁 課長

会計管理者

総務課長補佐（人事を

担 当 す る も の に 限

る。） 企画財政課長

補佐（予算を担当する

ものに限る。） 総務

課庶務係長 企画財政

課財政係長

省略 省略

教育委

員会

事務局 課長 教育委

員会

事務局 課（室）長

省略 省略

省略 省略

鬼北町 省略 鬼北町 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

町長部

局

本庁 課（室）長 主幹 会

計管理者 総務財政課

庶務係長 総務財政課

財政係長

町長部

局

本庁 課（室）長 会

計管理者 総務財政課

庶務係長 総務財政課

財政係長

省略 省略

省略 省略

愛南町 省略 愛南町 省略

町長部

局

本庁 課長 会計管理

者 農業支援センター

長 総務課長補佐（人

事を担当するものに限

る。） 企画財政課長

補佐（予算を担当する

ものに限る。） 総務

課職員係長 企画財政

課財政係長

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理

者 農業支援センター

長 総務課長補佐（人

事を担当するものに限

る。） 企画財政課長

補佐（予算を担当する

ものに限る。） 総務

課職員係長 企画財政

課財政係長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

宇和島地

区広域事

務組合

組合事務局 事務局長 課長 会計

管理者

宇和島地

区広域事

務組合

組合事務局 事務局長

省略 省略

特別養護老人ホーム 省略 特別養護老人ホーム 省略

環境センター 施設長

汚泥再生処理センター 省略 し尿処理場 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

平成３０年６月５日 発行
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